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教育研究等環境の整備に関する⽅針

本学は、「仏教精神に基づき、社会を主体的に⽣きることのできる⼈物を育成する」と定めた⼈物
養成の基本⽬的を具現化するため、学⽣⼀⼈ひとりが主体的に学ぶことができる環境を整備するとと
もに、教育⼒を⾼められる教育環境と、持続的に研究成果をあげられる研究環境の整備に努め、以下
の⽅向性をもって学修、教育研究環境を整備する。

（1） 図書館、研究室、語学学習⽀援室等において、学⽣⼀⼈ひとりが主体的に学ぶことができる
学修環境を整備する。

（2） ⼤学の、絶えざる教育の質的転換を⽀え、教育⼒を⾼められる教育環境を整備する。

（3） ⼤学が組織的におこなう研究活動と、教員が個々におこなう研究活動に適した環境の整備に
加え、次代の研究者を育てる研究環境を整備・維持する。

（4） ユニバーサルデザインに配慮しダイバーシティ＆インクルージョンへの対応を進めるとと
もに、省資源や省エネルギーに配慮した、⼈と環境にやさしく、⼼やすらぐキャンパス整備
を計画的に進める。

（5） キャンパス内での事故や労働災害等を防⽌するための措置を徹底し、安全で快適なキャンパ
ス環境を整備する。


